
固定資産評価審査委員会委員 今野惠一さんを再任

　７月16日任期満了に伴い、固定資産評価審査委員会委員に今野惠一さんを

再任しました。

　委員の任期は、７月17日から３年間となります。

令和２年度介護保険料 低所得者の保険料が減額されます

　65歳以上の被保険者（第1号被保険者）の令和２年度の介護保険料について、令和元年10月からの

消費税引き上げに伴う軽減がさらに強化され、第１段階から第３段階の方の保険料が変更されます。

　第４段階以降の方については、保険料の変更はありません。

　また、この変更に伴う手続きは必要ありません。

所得段階 対象となる方 現　行 変更後

第１段階
●生活保護受給者の方
●�世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前

年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方
25,650 円 20,520 円

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収
入額と合計所得金額が

80 万円超
120 万円以下の方

42,750 円 34,200 円

第３段階 120 万円超の方 49,590 円 47,880 円

第４段階～第９段階 変更ありません

※令和２年度の介護保険料額は、８月中旬に送付する「介護保険料納入通知書」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が

相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きに

より、国民年金保険料免除申請が可能です。

減免対象者

以下のいずれにも該当する方が対象
　（１）�令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により

収入が減少したこと。
　（２）�令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相

当になることが見込まれる方

所得見込み額の計算方法

①�令和２年２月以降で収入が減少した月のうち任意の１ヵ月の収入（事業収入、不動産収入、給与収入、

公的年金等収入を合計）を 12 ヵ月分に換算します。

②�計算した①の額から控除相当額（事業収入のかたは、必要経費、給与収入があるかたは、給与所得

控除等）を差し引くことにより所得の見込額を算出します。

対 象 期 間
対象期間　　令和２年２月分以降の国民年金保険料が対象となります。
＜免除猶予＞　令和元年度分（令和２年２月～令和２年６月）
　　　　　　　令和２年度分（令和２年７月～令和３年６月）

減 免 額

それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得減少後の所得見込額（控除後所得）
がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であること

免除区分 所得基準

全額免除
納付猶予

（扶養親族等の数＋１）× 35 万円＋ 22 万円
例：単身世帯の場合：57 万円

夫婦のみの世帯の場合：92 万円

４分の３免除 78 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

半額免除 118 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４分の１免除 158 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

必 要 書 類（１）国民年金保険料免除・納付猶予申請書　　　（２）所得の申立書

※�手続きの方法や申請書等は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に掲載しています。
また、役場住民課お客さま窓口でもお受取り、申請いただけます。　

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

（年額）
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